日本小児血液・がん専門医新規申請 チェックリスト Ver4.

日本小児血液・がん専門医認定申請（試験）チェックリスト
*本チェックリストにおける直近5年間とは、20ｘｘ-5年4月1日から20ｘｘ年3月31日(２０xx年申請の場合)を指す

１．申請条件
□　a)小児科学会小児科専門医である。
□　b)日本がん治療認定医機構がん治療認定医
または日本血液学会血液専門医である。
□　c) 申請時に継続して3年間以上本学会会員であり会費を完納している。
□　d) 卒後初期研修修了後5年以上小児血液および小児がんを含む小児科臨床に携わっている。
□　e) 24か月以上本学会の専門医研修施設に所属し、定められた研修カリキュラムを修了している。
□　f) 日本小児血液・がん学会専門医制度施行細則(以下、細則)第8条に定める経験症例30例を有する。うち15例の個別症例票を作成済みである。個別症例票は、診療チームの一員として診断・治療を行った症例のうち小児外科腫瘍（神経芽腫、肝芽腫、腎芽腫、胚細胞腫瘍のうち一つ）、骨軟部腫瘍、脳腫瘍、を含むことが必須（血液専門医免除規定を利用する場合は、臨床経験一覧は固形腫瘍10例と造血幹細胞移植症例1例を含む合計15例、個別症例票は固形腫瘍3例と造血幹細胞移植症例1例を含む合計7例とする）。
注）「2-1：専門医認定申請 Q＆A （No.2-1）」「2-8：個別症例票の記載法と評価についての説明（No.2-8）」を必ず確認してください。
□　g) 細則第6条に定める本学会が指定する学会、セミナーおよび認定された研修集会（HP各種活動のタブから研修集会を確認のこと）に出席し、合計研修単位が直近の5年間に関わらず，100単位以上である。
h) 以下に定める専門領域の学会発表、および論文があること。
□　(1)細則第6条に示す本学会が指定する学会やセミナーで直近の5年間に小児血液・小児がんに関する発表を3件以上行っている。*発表は、小児血液、小児がんに関する学会発表に限る。
□　上記発表のうち、筆頭演者としての発表が1件以上含まれている（ただし、筆頭演者発表には誌上発表は含まない）。
□　(2)直近の5年間に血液学・小児腫瘍学に関連した論文(症例報告を含む)をpeer review systemのある学術雑誌に3件以上掲載されている。
□　上記のうち、筆頭著者としての原著論文が1件以上含まれている（学会抄録は論文には含まない）。
[bookmark: _Hlk146469326]□　i)　緩和ケア研修会(CLIC)を申請時に既に受講済みである。
□　j)　申請料2万円を期日までに下記口座に納めている。
銀行口座：三井住友銀行大塚支店普通預金2139831
口座名義：一般社団法人日本小児血液・がん学会専門医制度
(ｼﾔ)ﾆﾎﾝｼﾖｳﾆｹﾂｴｷｶﾞﾝｶﾞﾂｶｲ,ｾﾝﾓﾝｲｾｲﾄﾞ)

2.申請方法
□　1）一次登録
HPより一次オンライン登録を受付期間内(3月1日〜3月31日)に済ませている。
　　
·  2）本登録
本登録受付期間内(5月1日から5月31日)に必要書類（3.本登録に必要な書類を参照）を以下の送付先に郵送する準備を行った。
【送付先】
〒112-0012 東京都文京区大塚5-3-13 
一般社団法人学会支援機構内
日本小児血液・がん学会専門医制度委員会

□　表書きに「小児血液・がん専門医申請書在中」と朱書きしている。

3.本登録に必要な書類
A. 血液専門医資格を取得されていない方
· (1) 専門医認定試験受験申請書（2-3：専門医新規申請書（一般用）（No.2-3）（WORD））
· (2) 小児科専門医・がん治療認定医・血液専門医申告書、CLIC受講済申告書
· (3) 履歴書
· (4) 専門医研修修了証明書
· (5) 研修実績記録(参加証の写しを添付)
· 合計研修単位が直近の5年間に関わらず，100単位以上である
· 参加証等貼付票に学会参加証（氏名の記入が必須）を重ね合わせずに貼付している。
· (6) 学術業績リスト学会発表
· (7) 学術業績リスト論文
· (8) 臨床経験記録
· 必要経験症例数を満たしている（細則第8条に定める経験症例30例）
· 署名欄に各施設の指導医（指導医不在の場合は親施設）の自筆署名がなされている。
· (9) 個別症例票(15症例分)
· 受け持ち期間が経験症例として適当である
· 症例は経験症例として適切である（診療チームの一員として診断・治療を行った症例）
□個別症例票に以下の疾患が含まれている
□急性リンパ性白血病、□急性骨髄性白血病、□悪性リンパ腫、□小児外科腫瘍（神経芽腫、肝芽腫、腎芽腫、胚細胞腫瘍のうち一つ）、□骨軟部腫瘍、□脳腫瘍、□鉄欠乏性貧血を除く赤血球疾患、□血小板異常、□凝固異常、□同種造血幹細胞移植症例
· 署名欄に各施設の指導医（指導医不在の場合は親施設）の自筆署名がなされている。
注）「2-1：専門医認定申請 Q＆A （No.2-1）」「2-8：個別症例票の記載法と評価についての説明（No.2-8）」を必ず確認してください。
· (10) 日本小児科学会小児科専門医の認定証の写し（A4サイズ）
· (11) がん治療認定医の認定証の写し（A4サイズ）
· (12) CLICの受講証の写し（A4サイズ）。
· (13) 学術業績リストに登録した学会発表3件の抄録の写し（A4サイズ）。誌上発表は含まない
· (14) 学術業績リストに登録した論文3件の論文表紙(表題、著者、所属、要約を含む)の写し（A4サイズ）
· (15) 申請料2万円の振り込み済みの証明ができる書類の写し（Ａ4サイズ、拡大は不要）


B. 血液専門医資格を有する方
· (1) 専門医認定試験受験申請書（2-7：専門医新規申請書（血液専門医免除規定用）（No.2-7）（WORD））
· (2) 小児科専門医・血液専門医申告書、CLIC受講済申告書
· (3) 履歴書
· (4) 専門医研修修了証明書
· (5) 研修実績記録(参加証の写しを添付)
· 合計研修単位が直近の5年間に関わらず，100単位以上である
　□参加証等貼付票に学会参加証（氏名の記入が必須）を重ね合わせずに貼付している。
· (6) 学術業績リスト学会発表
· (7) 学術業績リスト論文
· (8) 臨床経験記録(所定の様式)
· 必要経験症例数を満たしている
（細則第8条に定める経験症例30例のうち，固形腫瘍10例と造血幹細胞移植症例1例を含む15例の一覧）
· 署名欄に各施設の指導医（指導医不在の場合は親施設）の自筆署名がなされている。
· (9) 個別症例票(7症例分)
· 受け持ち期間が経験症例として適当である
· 症例は経験症例として適切である（診療チームの一員として診断・治療を行った症例）
□個別症例票に以下の疾患が含まれている
□小児外科腫瘍（神経芽腫、肝芽腫、腎芽腫、胚細胞腫瘍のうち一つ）、□骨軟部腫瘍、□脳腫瘍、□同種造血幹細胞移植症例：1例
· 署名欄に各施設の指導医（指導医不在の場合は親施設）の自筆署名がなされている。
注）「2-1：専門医認定申請 Q＆A （No.2-1）」「2-8：個別症例票の記載法と評価についての説明（No.2-8）」を必ず確認してください。
□ (10) 日本小児科学会小児科専門医の認定証の写し（A4サイズ）。
· (11) 日本血液学会血液専門医の認定証の写し（A4サイズ）。
· (12) CLICの受講証の写し（A4サイズ）。
· (13) 学術業績リストに登録した学会発表3件の抄録の写し（A4サイズ）。誌上発表は含まない。
· (14) 学術業績リストに登録した論文3件の論文表紙(表題、著者、所属、要約を含む)の写し（A4サイズ）。
· (15) 申請料2万円の振り込み済みの証明ができる書類の写し
（Ａ4サイズ、拡大は不要）
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